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令和　　　　年　　　　月　　　　日

青森県中央県税事務所長　様 住　所

申請者
氏　名

(納税義務者)

身体障がい者等に係る 減免申請書（新規・変更）

個人番号

自　動　車　税

青森県県税条例 に該当し、同項の規定による減免を受けたいので下記のとおり申請します。

自  動  車 (標区) 身
体
障
が
い
者
等

住　所
□ 申請者と同じ 生年

月日
　□ 別紙のとおり【手帳等（写）】

□ 手帳等と同じ
登

録

番

号

車　種 番　号 すべき 調定年度 ふりがな

K1

大字

氏  名

21～44 申 請 者
との関係関係

定 置 場 ※下記の記載を省略できます。

種 類 車 名 55～66

　□  別紙のとおり 【自動車検査証（写）】 ↓
県 市町村 字 番　　　地

□ 申請者と同じ
職　業

　会社員 ・ 自営業  ・ 農業  ・ 無職

形 状 取 得 年 月 日 □ 免許証と同じ 　その他（　　　　　　　　　　　　　）

型 式 用 途

運
　
転
　
者

住　所

自
動
車
の
使
用
目
的

（身体障がい者等以外の方が自動車を運転する場合に記載して
ください。）

ふりがな

県

K２氏  名　専ら、身体障がい者等が ↓該当するものに○

　　　　【 通学 ・ 通院 ・ 通所 ・ 生業 】 21～44 身障者等
との関係

　　　　　　のために乗車するため 市町村 大字 字 番　　　地 関係

※　下記｢通学等に関する申出書｣及び｢生計同一証明
書等｣が必要となります。

55～66

運転免許証又は免許情報記録個人番号カードの免許情報記録 身 体 障 害 者 手 帳 等
ソート用氏名カナ

番 号
（免許情報記録個人番号
カードの場合は、免許情報
記録の番号※個人番号では
あ り ま せ ん ）

該当するものにチェックしてください。

□ 身体障害者手帳 □ 療育（愛護）手帳

□ 戦傷病者手帳 □ 精神障害者保健福祉手帳

　□  別紙のとおり
【運転免許証又は免許情報記録個人番号カードの免許情報記録（写）】　↓ 　□  別紙のとおり 【手帳等（写）】　↓ ※　下記の記載を省略できます。

障
害
名

種 類

条　　　　　　  　　件

※　下記の記載を省略できます。 手
区

手帳交付番号又は公費
負担医療の受給者番号

自動車税(申請額) 自動車税環境性能割(申請額)
軽自動車税環境性能割(申請額) 区分

自動車税 (課税額) 自動車税環境性能割(課税額)
軽自動車税環境性能割(課税額) 障がい

ｺｰﾄﾞ
障害の程度

年
号
コ
ー
ド

手帳等の交付年月日

受付県税
部コード

該当・非該
当コード

有 効 期 限 　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

123 124

＜EXAE090402＞
登録番号

すべき 調定年度
識
別

月 日
級（項(款)症） 号

年

歳
出

修
コ

減免申請年月日 氏　　　　　名 月分
車　種 番　号

101～107 108～114 115

25 27 29 31 33

第159条第1項第  　号

※２　（病名）は、正式な病名でな
くても差し支えありません。理由等 　【通院の場合】　（病名）※２　　　 　 　　　　　　　　　　　　の診療検査のため

名 　称

通学、通院、通所又は生
業のために自動車を必要
とする具体的な状況

  回 　数  　 　週 ・ 月 ・ 年 に　　　　　　　　　　　回使用       　　                        ※１

期　 間 　　　　　・　　　　・　　　　から　　　　　・　　　　・　　　　まで　　　　　　　（通年）

（注）アミの入っている部分は記入しないでください。

身体障がい者等の通学等に関する申出書

第 13 条 の 2 第 2 項青森県県税条例施行規則 の規定により下記のとおり申出します。

区　　　　分 　　□ 通　学　　　　□ 通　院　　　　□ 通　所　　　　□ 生　業 ※１　｢回数｣の｢週・月・年｣欄の
該当するものを○で囲んでくださ
い。
　 また、使用回数は往復で１回と
し、１日に数回使用する場合でも
１回としてください。

通学、通院、通所又は仕
事先

所在地

＜EXAE090601＞
23



1 次の手帳のいずれか。

(1) 身体障害者手帳

(2) 戦傷病者手帳

(3) 療育（愛護）手帳

(4) 精神障害者保健福祉手帳

2 運転免許証又は免許情報記録個人番号カード

3 自動車検査証

4

(1) 　身体障がい者の場合は、福祉事務所又は町村の長の証明書

(2) 　戦傷病者の場合は、県の健康医療福祉政策課長の証明書

(3) 　知的障がい者の場合は、福祉事務所又は町村の長の証明書

(4) 　精神障がい者の場合は、青森市福祉事務所長、八戸市福祉事務所長又は保健所の長の証明書

注

〔申　請　方　法〕

  次の１から４までに掲げるものを持参して、青森県中央県税事務所か、お近くの県税事務所で、申請
の手続を行ってください。

  身体障がい者等と生計を一にする方又は障がい者世帯重度身体障がい者等を常時介護する方
が自動車を運転する場合は、生計同一証明書又は常時介護証明書

　　「個人番号」欄には、申請者の個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。）を記載してください。


